
伊根町観光交流施設管理業務仕様書(参考) 

 

この伊根町観光交流施設管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）は、伊根町観光交流施設（以

下「交流施設」という。）の管理を指定管理者が行うため、指定管理者が行う業務の範囲、管理基

準、管理業務に必要な事項を定めたものである。 

 

第１　管理業務の対象となる交流施設区域及び施設概要 

１　交流施設区域は資料１における区域とする。 

２　交流施設の施設概要 

（１）所在地　　京都府与謝郡伊根町字平田小字網場ヶ崎５９３番地１　他 

（２）施設概要　資料２のとおり　 

 

第２　管理業務の基本的考え方 

１　管理の基本方針 

交流施設は、舟屋の景観を生かし、本町の住民及び外来者に対し憩いの場を提供するととも

に、観光振興と併せて地域の振興と発展を図るため設置された施設であり、指定管理者は、交

流施設の設置目的を踏まえ、次に掲げる管理の基本事項を十分に理解し、適切な管理に努めな

ければならない。 

２　管理の基本事項 

（１）交流施設は、公の施設であることから、一般住民及び外来者に対し、平等な利用の確保

及びサービスの提供に努めること。 

（２）交流施設の効用を最大限発揮し、利用者の増加に努めること。 

（３）有料施設を効率的に活用して収益事業を行い、外来者の満足度の向上に努めること。 

（４）交流施設の維持管理を適切に行い、交流施設利用者の安全かつ快適な利用が図られるよ

うにすること。 

 

第３　業務範囲、内容等 

１　指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）交流施設の施設（備品等を含む。）及び設備の維持管理に関する業務 

（２）交流施設の使用に関する業務 

（３）交流施設の臨時的占用の許可に関する業務 

（４）交流施設内での飲食の提供、物販に関する業務 

（５）その他交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務 



２　施設及び設備の維持管理に関する業務内容 

（１）交流施設の施設（備品等を含む。）及び設備の維持管理に関する業務 

１）交流施設施設管理業務 

指定管理者は、交流施設利用者の安全かつ快適な利用を図るため、交流施設につい

て次に掲げる業務を行うものとする。 

ア、保守点検業務 

建物、工作物及び電気、給排水等設備の日常点検及び定期点検 

イ、清掃、廃棄物処理業務 

交流施設内の日常及び定期清掃並びに廃棄物処理 

ウ、交流施設内設置施設の安全点検業務 

交流施設内の設置施設の日常点検及び定期点検並びに保守 

２）備品管理業務 

指定管理者は、次に掲げる事項に留意して、備品等（備品及びその他の物品をいう。

以下同じ、なお、備品とは取得価格３０千円以上の物品であって、伊根町観光交流施

設備品台帳に記載のあるものをいい、その他の物品とは備品以外の物品をいう。）の管

理を行うものとする。 

ア、備品等の保守点検は、交流施設等の保守点検に準じて行うこと。 

イ、指定期間中に指定管理者が必要な備品等の調達、撤去等については、基本協定

書第１９条及び第３６条の定めるところによるものとする。 

３）警備業務 

指定管理者は、交流施設内の安全確保のため、巡回警備を行うものとし、不審者、

不審物または不審車両等を発見した場合は、警察等通報するなど必要な措置を行うも

のとする。 

４）修繕業務 

指定管理者は交流施設・設備の破損、損壊または老朽化により、修繕が必要な場合

は、次に掲げる事項に留意して必要な措置を行うものとする。 

ア、施設及び設備等の修繕は、基本協定書第１５条に規定する負担区分に従い行う

ものとし、指定管理者は、修繕内容のわかる資料を伊根町に報告するものとす

る。 

イ、台風、降雪等の自然災害により必要となった修繕または予防的な修繕について

も上記と同様に取り扱うものとする。 

ウ、指定管理者は次年度以降に修繕が必要と予測されるものについて、その箇所、

内容、必要金額等を報告するものとする。 



エ、指定管理者は、自己の費用により修繕を行った場合は、修繕箇所、内容、費用

等を記録し、事業報告と併せて伊根町に報告するものとする。 

５）管理の対象外となる施設 

伊根町以外のものが設置する施設、工作物その他の物件は、指定管理者の管理対象

外とする。 

（２）交流施設の使用に関する業務 

指定管理者は、交流施設の使用の許可及び使用料等の収受に関する次の業務を行うもの

とする。 

１）利用案内、指導業務 

指定管理者は、次に掲げる事項に留意して、交流施設の利用の案内、指導を行うも

のとする。 

ア、交流施設に関する要望、苦情に対しては、誠実に対応すること。また、これら

については、必要に応じ、伊根町に報告すること。 

イ、交流施設内で事故が発生しないよう交流施設の利用について適切に指導を行う

こと。 

２）利用促進業務 

指定管理者は、交流施設の効用を最大限に発揮するよう次に掲げる利用促進に関す

る業務を行うものとする。 

ア、宣伝広報業務 

イ、利用者データの収集業務、利用実績の分析、利用アンケート調査、意見箱の設

置等 

ウ、関連団体との連携等による利用促進業務 

３）その他の業務 

この仕様書に定めのない業務であって、交流施設管理に関し、指定管理者が行うべ

きものは、伊根町と協議の上、別途定めるものとする。 

（３）交流施設の臨時的占用の許可に関する業務 

１）臨時的占用許可業務 

条例において、臨時的占用と定める次の事項に対し許可業務を行う。 

(1)募金その他これに類する行為 

(2)興行、行商、露天商その他これに類する行為 

(3)集会、展示会その他これに類する行為 

(4)上記の行為に伴う仮設工作物 

（5)自動販売機 



（6)その他一時的に利用する行為 

ア、一般住民及び外来者の平等な利用を確保するとともに、必要に応じて利用調整

を行う。 

イ、上記以外で使用に際して必要な業務 

２）使用料金等収受業務 

指定管理者は、次に掲げる事項に留意して、前項の使用の許可に係る使用料等の収

受を行うものとする。 

ア、利用料金制を採用し、使用の許可に係る料金を指定管理者の収入として収受す

ることができる。 

３）利用料金の減免等 

指定管理者は、条例の定めるところにより利用料金を免除することができる。 

（４）交流施設内での飲食の提供、物販に関する業務 

交流施設の店舗で、飲食店、物販店を営業する。 

（５）その他交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務 

 

第４　管理の基準等 

１　休館日及び利用時間 

（１）休館日 

交流施設内施設の休館日は、次に掲げる日とする。なお、指定管理者が必要と認めると

きは、あらかじめ、伊根町の承認を得てこれを変更することができる。 

１）毎週水曜日 

（２）利用時間 

交流施設内施設の利用時間は午前８時３０分から午後９時までとする。なお、指定管理

者が必要と認めるときは、あらかじめ、伊根町の承認を得てこれを変更することができる。 

２　職員の配置体制 

指定管理者は、交流施設の管理を行うため、次の職員体制を確立すること。 

（１）交流施設の管理業務を総括する者及び管理責任者の設置を行うこと。 

（２）交流施設の利用に際し、問い合わせや要望に応えられること。 

（３）交流施設管理業務を実施するにあたって必要な知識と技術の習得に努めること。 

３　個人情報の取り扱い 

指定管理者は、基本協定書第１７条の規定に基づく措置を講じること。 

４　業務の委託 

指定管理者は基本協定書第１４条の規定により業務の一部を第三者に実施させる場合は、あ



らかじめ、伊根町の承認を受けなければならない。 

５　文書の管理、保存 

指定管理者は、管理業務に当たって作成し、または受領する文書等は適正に管理しまたは保

存するものとする。また、これらの文書等は指定期間終了時に、基本協定第３４条の規定によ

り、伊根町の指示に従って伊根町に引き渡すものとする。 

６　危機管理対応 

指定管理者は基本協定書第１６条の規定による不測の事態が生じた場合は、遅滞なく適切な

措置を講じた上、伊根町をはじめ関係機関に通報するものとする。 

指定管理者は上記事態に対応するため、危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアル

を作成し、または職員に必要な訓練を行うものとする。 

７　環境への配慮 

指定管理者は、交流施設の管理業務に当たっては廃棄物の発生の抑制など環境に配慮を行う

ものとする。 

 

第５　リスク分担 

交流施設の管理業務に関する指定管理者と伊根町のリスク分担は次のとおりとする。 

（１）物価変動 

物価変動に伴う人件費、物件費等の管理に関する経費の増減は指定管理者の負担とする。 

（２）金利変動 

金利変動に伴う管理に係る経費の増減は指定管理者の負担とする。 

（３）法令等の変更 

法令等の変更により管理業務に重大な影響を及ぼす変更は伊根町の負担とする。 

（４）交流施設利用需要の変動 

交流施設利用需要の変動により、指定管理者の管理業務に重大な影響を及ぼす変動は協

議事項とする。 

（５）交流施設・設備の破損、損壊、老朽化等 

指定管理者の責めに帰することのできないものの修繕費及び更新で、伊根町が加入する

保険によりてん補されるものは伊根町が負担するものとし、それ以外のものは指定管理者

が負担するものとする。 

（６）交流施設利用者または第三者に対する損害賠償 

指定管理者の責めに帰することのできないものは伊根町とし、それ以外のものは指定管

理者とする。 

（７）交流施設利用の休止または停止 



指定管理者の責めに帰することのできない理由により、交流施設の利用を休止または停

止した場合の収支の悪化については、協議事項とする。それ以外は指定管理者の負担とす

る。 

 

第６　経理 

１　管理に要する費用 

交流施設の管理に係る全ての経費は、指定管理者が交流施設を使用して行う収益事業から生

ずる利益をもって充てるものとする。 

（１）指定管理料 

伊根町は、本業務の対価としての指定管理料は支払わない。乙は、対価の請求を行わな

い。 

（１）利用料金 

指定管理者は、臨時的占用の許可及び有料施設の使用に関する料金を自己の収入として

収受することができる。 

２　経理 

指定管理者は管理業務の実施に当たって、次に掲げる事項に留意して適正な経理を行わなけ

ればならない。 

（１）交流施設の管理に関する収支を明らかにするため、交流施設の管理に関する会計を設

けること。 

（２）経理に関する規定等を定め、経理を行うこと。 

（３）収支計算、備品の管理、物品の出納に関する帳簿を作成すること。 

３　精算 

指定管理者が基本協定書どおりに確実に管理業務を遂行する中で、指定管理者の努力により、

増加した自主事業による収入や管理経費削減等による余剰金については精算しないものとす

る。 

 

第７　事業報告 

１　業務報告書 

指定管理者は、基本協定書第２１条の規定により伊根町に対して業務報告書を提出するもの

とする。 

 

第８　指定管理者に対する監督等 

伊根町は基本協定書及び本仕様書に基づき交流施設の適正な管理を期するため、指定管理者



に対して、当該管理業務の内容若しくは経理の状況に関して報告を求め、または現地調査を実

施するとともに、必要な指示を行うものとする。 

 

第９　利用者アンケート調査の実施 

指定管理者は、施設利用者に対して、ニーズ調査を行い、伊根町はその調査内容の結果を検

証し、必要に応じて指定管理者に対して必要な指示、改善勧告を求めることができる。この場

合に指定管理者が指定期間内に改善することができない場合と判断したときには伊根町は管

理の一部または全部の停止、指定の取り消しを命じることができる。 

 

第１０　その他 

この仕様書に定めのない事項で、指定管理者が交流施設の管理業務を行うに当たって必要な

事項は、伊根町と指定管理者による協議の上、別途定めるものとする。 



資料１ 

【施設配置図】　　　　　を区域とする 

 

 



資料２ 

 
名 称 伊根町観光交流施設

 
所 在 地 京都府与謝郡伊根町字平田小字網場ヶ崎 593 番 1　他

 

施 設 概 要

敷地面積　　1,437.45 ㎡ 

建物概要 

附帯施設 

○護岸 

○駐車場（普通車５台）…管理用区画のみ。来場者用の駐車場

はありません。 

○係船施設

 
棟名 構造 階数 建築面積 延床面積

 
ﾚｽﾄﾗﾝ棟 木造 ２階 55.26 ㎡ 94.97 ㎡

 
ｶﾌｪ･物販棟 木造 ２階 79.15 ㎡ 155.08 ㎡

 
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ棟 木造 ２階 142.17 ㎡ 239.32 ㎡

 
交流体験棟 木造 ２階 99.76 ㎡ 158.60 ㎡

 
展示棟 木造 ２階 118.85 ㎡ 188.89 ㎡

 
休憩棟 木造 平屋 19.20 ㎡ 19.20 ㎡

 
倉庫棟 木造 平屋 18.00 ㎡ 18.00 ㎡


